
- 1 -

環境放射線の監視状況について

平成１８年３月１日

新潟県原子力安全対策課

１．環境放射線監視の概況

(1) 監視調査基本計画

新潟県は 国が示した 環境放射線モニタリングに関する指針 以下 モ、 「 」（ 「

ニタリング指針」という ）及び「原子力施設等の防災対策について （以。 」

下「防災指針」という ）に基づき「新潟県原子力発電所周辺環境放射線監。

視調査基本計画 （以下「基本計画」という ）を定め、監視調査を実施し」 。

ている。

(2) 自動観測局の配置

自動観測局は、防災指針に「緊急時モニタリングは発電所風下60度セクタ

ー内で実施する」と記載されていることから、より密となるよう発電所を中

、 （ ）。心とした陸側に 度間隔に複数局 合計９局設置している ３頁図１参照45

(3) 積算線量計ポスト局の配置

発電所を中心として半径10kmの区域（監視調査地域）内に20局（内９局は

自動観測局に併設）を設置している（３頁図１参照 。また、監視調査地域）

の外側にも対照地点として５局を設置している。

(4) その他

緊急時においては可搬型モニタリングポスト（６基）及び巡回監視車（放

射線測定器を搭載した車両：１台）を用いて、自動観測局による連続監視を

補完し、積算線量については監視調査地域内の広範な地域に臨時配備し、よ

り詳細に状況を把握することとしている。

２．他の立地道府県の状況について

新潟県及び全国の原子力施設立地道府県におけるモニタリングの状況は２頁

の表１のとおりです。別表から本県のモニタリング地点数は、他の道府県と比

較して自動観測局は平均と同等、積算線量計ポスト局は平均を上回る設置状況

にあります。

※ 自動観測局及び積算線量計ポスト局における空間線量等の測定の他、環境試

料についても採取し、分析調査を行っています（４頁図２参照 。）
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表１ 各道府県のモニタリング状況（自治体設置分）

道府県名（地区名） 備 考
空間放射線測定地点数

自動観測局 積算線量 3※

新潟県 9 25

北海道 9 37

青森県六ヶ所 11 2 3 日本原燃（再処理）

青森県東通 5 14 東北電東通

宮城県 7 19

福島県（東電福島第１） 11. 5 7. 5 資 料 に 対象 と す る 発 電 所 の 区

。福島県（東電福島第２） 11. 5 7. 5 分がないため総数を等分した

茨城県（東海地区） 16 9 各 地 区 には 複 数 の 事 業 所 が 立

茨城県（日立地区） 5 4 地し て い る （商用炉 (1)、 研究

茨城県 ひたちなか地区 6 4 炉 (1 1)、再処理 (1)、核 燃 料 加（ ）

茨城県（大洗地区） 13 9 工 (1)、その他 (8) 。）

石川県 9 33

福井県（敦賀地区） 4 13 原電敦賀、ふげん

福井県（白木地区） 2 5 もんじゅ

福井県（美浜地区） 3 6 関電美浜

福井県（大飯地区） 5 12 関電大飯

福井県（高浜地区） 4 12 関電高浜

静岡県 8 57

京都府 6 26 関電高浜発電所に隣接

島根県 7 16

愛媛県 8 31

佐賀県 18 2 2 5※

鹿児島県 22 2 2 5※

平均 1 8. 7 1 8. 3※

注１：平均は、茨城県を除きサイト単位とした。なお、茨城県では20以上の原子力（放

射線）関連施設が立地しており、同県による地域区分を単位として集計した。

２：ほとんどの自治体で自動観測局には低線量率計（NaIシンチレーション検出器）と

高線量率計（電離箱検出器）を併設しているが、佐賀県及び鹿児島県では緊急時対

応用の高線量率計のみ設置している局（佐賀県：12局、鹿児島県：15局）があるた

め設置局数が多くなっている。
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図１ 空間放射線監視地点配置図

凡例
◆：自動観測局及び蛍光ガラス線量計ポスト局
◇：積算線量計ポスト局
○：巡回監視車による定点測定対象地点
●：可搬型モニタリングポストによる測定地点



図２　環境試料採取地点
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パンフレット「新潟県の環境放射線監視のあらまし」より抜粋


